
平成３０年度だんじり運行にかかわる取り決め 

 

 平成３０年度、各大字におけるだんじり運行について、当委員会において次の通りの

内容で実施することを取り決めした。 

 

1． 期間中だんじり運行にかかわるものの名簿を作成し、委員会に提出するとともに、

各大字の事務所に保管すること。 

 

２．決定された行程及び時間を厳守すること。 

 

３．運行者の過度の飲酒及び未成年者の飲酒は禁止する。 

 

４． 運行者としての誇りを持ち、常に安全運行に配慮するとともに、粗野な言動を慎

むとともにだんじりをむやみに乱暴な扱いをしない。 

 

５． だんじりの御幣には祭り期間中、神が降臨していることを十分に理解し、原則と

して屋根には上らない。 

 

６．大字区長はこの内容の確実な実施及び運行全般についての責を負う。 

上記の内容について合意した。 

平成 30年９月 1日 

           実行委員長                     印 

           清水谷区長                     印 

           上子島区長                     印 

           下子島区長                     印 

           上土佐区長                     印 

           下土佐区長                     印 

           観覚寺区長                     印 

           高取町青年団団長                  印 

           地域安全推進委員会下土佐支部長           印 

           橿原警察署下土佐駐在所               印 


